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今
年
４
月
に
障
害
者
自
立
支
援
法
が
ス
タ
ー
ト
し
、障
害
の
種
類
（
身
体
障
害
・

知
的
障
害
・
精
神
障
害
）
ご
と
に
別
々
だ
っ
た
制
度
が
一
元
化
さ
れ
、
同
じ
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
10
月
か
ら
は
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
が
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」「
補
装
具
」

「
地
域
生
活
支
援
事
業
」
に
再
編
さ
れ
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
組
み
合
わ
せ
て
利

用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
生
活
支
援
事
業
は
、
市
の
事
業
と
し
て
創
意
工
夫
が
可
能
と
な
り
、

利
用
者
の
状
況
に
応
じ
た
柔
軟
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
た
め
、
障
害
者
の
自

立
し
た
生
活
を
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、「
地
域
生
活
支
援
事
業
」
を
中
心
に
、
新
し
く
ス
タ
ー
ト
す
る
障

害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

○
相
談
支
援
事
業

　

福
祉
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
必
要
な

情
報
の
提
供
や
権
利
擁
護
の
た
め
の
援
助

を
行
い
ま
す
。

○
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業

　

聴
覚
、
言
語
機
能
、
音
声
機
能
等
の
障

害
の
た
め
に
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
に
支

援
が
必
要
な
方
に
、
手
話
通
訳
者
を
派
遣

し
ま
す
。

○
日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業

　

重
度
障
害
者
の
方
に
、
日
常
生
活
上
の

便
宜
を
図
る
た
め
の
用
具
（
特
殊
寝
台
、

入
浴
補
助
用
具
等
）
を
給
付
ま
た
は
貸
与

し
ま
す
。

○
移
動
支
援
事
業　

　

社
会
生
活
を
送
る
上
で
必
要
不
可
欠
な

外
出
や
、
余
暇
活
動
等
の
社
会
参
加
の
た

め
の
外
出
を
支
援
し
ま
す
。

○
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業

　

創
作
的
活
動
ま
た
は
生
産
活
動
の
機
会

や
社
会
と
の
交
流
を
促
進
す
る
た
め
の
場

を
提
供
し
ま
す
。

○
日
中
一
時
支
援
事
業

　

日
中
に
お
け
る
活
動
の
場
を
確
保
し
、

家
族
の
就
労
や
介
護
負
担
の
軽
減
を
図
り

ま
す
。

○
訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス
事
業

　

入
浴
が
困
難
な
在
宅
の
身
体
障
害
者
に

対
し
、
居
宅
に
お
け
る
入
浴
サ
ー
ビ
ス
を

行
い
ま
す
。

○
職
親
委
託
事
業

　

知
的
障
害
者
の
方
の
自
立
更
生
を
図
る

た
め
、
一
定
期
間
、
職
親
に
預
け
、
生
活

指
導
や
技
能
訓
練
等
を
行
い
ま
す
。

○
身
体
障
害
者
用
自
動
車
改
造
費
助
成
事

業

　

重
度
身
体
障
害
者
の
方
が
、
就
労
等
に

伴
い
自
ら
が
所
有
し
運
転
す
る
自
動
車
を

改
造
す
る
場
合
、
そ
の
自
動
車
の
駆
動
、

操
向
装
置
等
の
改
造
に
必
要
な
経
費
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

（
対
象
者
）
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
、
障
害
等
級
が
１
か
ら
２
級
の
う
ち

肢
体
不
自
由
の
方

（
補
助
額
）
限
度
額
10
万
円

○
障
害
者
自
動
車
運
転
免
許
取
得
助
成
事

業

　

障
害
者
の
方
が
、
就
労
等
社
会
参
加
の

た
め
に
自
動
車
運
転
免
許
を
取
得
す
る
際

の
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

（
対
象
者
）
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
、
障
害
等
級
が
１
級
か
ら
４
級
ま
で

の
方

（
補
助
額
）
免
許
取
得
に
直
接
要
し
た
費

用
の
３
分
の
２
以
内
で
、
限
度
額
10
万
円

《
利
用
者
負
担
》

　

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業
、
移
動
支

援
事
業
、地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
、

日
中
一
時
支
援
事
業
、
訪
問
入
浴
サ
ー
ビ

ス
事
業
に
つ
い
て
は
、
原
則
１
割
の
自
己

負
担
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
所
得
に
応

じ
て
月
額
負
担
の
上
限
額
が
設
定
さ
れ
、

地
域
生
活
支
援
事
業

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

○
介
護
給
付

　

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
を
は
じ
め
、
重
度
訪
問

介
護
、
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
、
療
養
介
護
、
生
活
介
護
、
施
設

入
所
支
援
、
共
同
生
活
介
護
な
ど
、
日
常

生
活
に
お
け
る
介
護
を
行
い
ま
す
。

○
訓
練
等
給
付

　

機
能
訓
練
や
生
活
訓
練
を
は
じ
め
、
就

労
移
行
支
援
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど
、

自
立
し
た
生
活
へ
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

《
利
用
者
負
担
》

　

原
則
１
割
の
利
用
者
負
担
と
食
費
な
ど

の
実
費
負
担
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
所

得
に
応
じ
て
１
か
月
の
負
担
額
に
上
限
が

設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
所
得
の
低

い
方
に
は
各
種
の
軽
減
措
置
も
あ
り
ま
す
。

補
装
具

支
給
の
し
く
み
が
変
わ
り
ま
す

　

補
装
具
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
現

物
支
給
か
ら
補
装
具
費
（
購
入
費
、
修
理

費
）
の
支
給
に
変
わ
り
ま
す
。

　

利
用
者
負
担
に
つ
い
て
も
定
率
負
担
と

な
り
、
１
割
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
所
得
に
応
じ
て
１
か
月
の

負
担
額
に
上
限
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
で
は
利
用
者
の
負
担
を
軽
減

す
る
た
め
、
自
己
負
担
額
の
２
分
の
１
を

助
成
し
ま
す
。

旭
市
独
自
に

統
合
負
担
上
限
額
を
設
定

　

同
じ
月
に
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
補

装
具
の
購
入
・
修
理
、
地
域
生
活
支
援
事

業
（
身
体
障
害
者
用
自
動
車
改
造
費
・
運

転
免
許
取
得
助
成
事
業
を
除
く
）
に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
２
つ
以
上

の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
者
負
担
額
の

合
計
額
と
な
り
ま
す
が
、
市
で
は
、
利
用

者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
上
限
額
を

一
本
化
し
、
そ
の
差
額
を
助
成
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

社
会
福
祉
課　
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地域生活支援事業における１か月の
利用者負担限度額
（市が設定した統合負担上限額も同じ）

区分 世帯の収入の状況 負担上限月額

生活保護 生活保護受給世帯 0円

低所得１

市民税非課税世帯で、
サービスを利用する本
人の収入が80万円以下
の方

15,000円

低所得２
市民税非課税世帯で、
低所得１に該当しない
世帯

24,600円

一　　般 市民税課税世帯 37,200円

《統合負担上限額による軽減例》
市民税の課税世帯が同じ月に３つのサービスを利用した場合

利用したサービス　　　 利用者負担額　　  負担額合計

障害福祉サービス………３０，０００円　　　　
補装具の購入・修理……１５，０００円　　６５，０００円
地域生活支援サービス…２０，０００円　　

⇒

統合負担上限による負担額
３７，２００円

２７，８００円の軽減

}

10
月
か
ら
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
変
わ
り
ま
す

〜 
新
た
に
地
域
生
活
支
援
事
業
を
開
始 

〜

ひ
と
月
に
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
量
等
に
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
以
上
の
負
担
は
生
じ
ま

せ
ん
。


